
　また、巡察にあたっては、職員と議員の立場等を十分配慮し臨むよう

　申し合わせた。

　等の状況を把握するため、委員数人単位で随時庁内を巡察したいとの

　発言があり、当局に確認したところ、問題ないとの回答があった。

　4　その他 左記のとおり

　委員から、職場内での朝礼等の様子、また職員の時間外勤務時の様子

　象は全議員とする。

　3　議員のハラスメント研修について 左記のとおり

　開催する運びとするが、日程、講師等は正副委員長一任とし、参加対

　2　職員の勤務状況等の調査結果について 左記のとおり

　当局から資料に基づき説明があった。

　1　職員の懲戒処分について 左記のとおり

　当局から資料に基づき説明があった。

日 ( 火 ) 午前 10 時

☆ 会 議 室 正庁3

☆ 開 催 日 時 平成 30 年 7 月 24

 ☆　審 査 事 項 結　果
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